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目的：COVID-19感染を防ぎつつ「大学訪問」を実現すること。 

「大学訪問」は，高校生が実際に大学での教育・研究等を体験し，教職員・学生と交流し「大学」を

知る機会の提供を主たる目的とし，高等学校からの求めに応じて高校生の訪問を受入れ，本学を広く

知っていただく事業である。 

アプローチ：一般的な感染症対策の実施を行った上で，３密（密閉・密集・密接）のいずれの条件も満た

さないよう配慮する。 

 

具体的方策 

１． 受け入れる生徒等の制限 

受け入れる生徒等は，高校と調整の上，本学が許可した者に限る。また，以下に該当する場合は，許

可を受けた者であっても，来学せず引率の高校教員を通じて欠席の旨を学務企画課へ連絡するよう予

め高校へ周知しておくこと。 

１） 当日の健康状態 

･37.5度以上（又は、普段よりも+1度以上）の発熱がある。 

･咳，頭痛，咽頭痛，息苦しさや倦怠感の症状がある。 

  ２）過去７日以内の健康状態 

・発熱、咳、咽頭痛、息苦しさや倦怠感の症状があった。又は、同居している家族等に同様の症状

があった。 

 

２． 受入期間の制限 

受入可能な期間は，本学が，緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置等の対象区域に該当せず，本

学の授業実施における新型コロナウイルス感染拡大防止のための岡山大学の活動制限指針が 1.5 以下

の期間とする。ただし，鹿田キャンパスへの訪問については，別に基準を定める。 

 

３． 受入高校の所在地に係る制限 

受入高校は，緊急事態宣言，まん延防止等重点措置等の対象区域に所在する高校を除く。 

 

４． 受入高校及び受入日時について 

受入高校及び受入日時は予め計画し，受入に先立ち，教学担当理事から承認を得たBCS（業務継続

戦略）に従って調整した受入高校及び日時に限る。また，建物に立入る時間は必要最小限の時間とし，



立入った時間帯を記録する。BCS は，所在する地域や本学までの行程における感染状況を確認の上，

原則，受入日の１か月前の状況により最終的な受入の可否を決定する。なお，受入決定後においても

感染状況により，実施方法の変更または中止する場合がある。 

 

５． 本学までの行程 

行程では人が集まる場所を避ける，混雑時の公共交通機関の利用を控える，貸し切りバスで来学す

る場合は，換気をする，不織布のマスクを着用の上会話は控える，十分な対人距離を取る等，感染防

止対策に努めるよう予め高校へ周知する。 

 

６． 受入時の注意事項 

１） 受入会場は，収容定員の75%程度を目安とし，３密（密閉・密集・密接）のいずれの条件も避け

る。 

２） 受入会場の換気には十分注意する。 

３） 受入会場・利用場所・使用機器等の使用前後のアルコール消毒を行う。 

 

７． 受入高校への指示事項 

１）来学予定の高校生及び引率教員について，受入の７日前から，検温等健康観察を行っていただく。

１．１）及び２）の該当者は受入れ不可。 

２） 訪問時には，手指の消毒を行い，不織布のマスクを着用し，咳エチケットに注意する。 

３） 本学までの行程，訪問中において，３密（密閉・密集・密接）のいずれの条件も避ける。 

４） 訪問中は，学内の移動時も含め，引率教員の指導のもと大きな声で会話をしないよう注意すると

ともに，十分な対人距離の確保に配慮する。（但し，緊急時を除く。） 

５） 訪問終了後，７日以内に新型コロナウイルス感染症に罹患した場合は，学務部学務企画課へ報告

する。 

 

８． 本ガイドライン及び「感染防止対策のチェックリスト」について，本学教職員・学生とも遵守すると

ともに，受入高校とも共有し，高校生及び引率教員にも遵守いただくこと。 

 

９．ガイドラインの対象期間 

本学の新型コロナウイルス対策本部会議が設置されている期間とする。 

 

10. 本ガイドラインは，必要に応じて見直しを行う。 

 

11．このガイドラインは，令和４年12月19日から施行する。 


